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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律 

（中小企業退職金共済法の一部改正関係）の施行について 

 

中小企業退職金共済制度（以下「中退共制度」という。）は、独力では退職金制度を

設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって

退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること

を目的としている制度である。 

今般、中退共制度に係る事務・事業を見直すため、独立行政法人に係る改革を推進す

るための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律（平成 27 年法律第 17 号。以下「整

備法」という。）が、平成 27 年４月 24 日に成立し、同年５月７日に公布され、この整

備法による中小企業退職金共済法（昭和 34 年法律第 160 号。以下「法」という。）等

の改正事項については、関連政省令と併せて、平成 28 年４月 1 日から施行することと

されたところである。 

改正の主な内容については下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、管内

の自治体、経済団体等に対し中退共制度の趣旨について周知いただく等、制度の普及促

進に引き続き一層の御協力をお願いする。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の経緯及び趣旨 

中退共制度を実施している勤退機構については、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）において、未請求退職金発生防止及び

短期離職者対策の強化に加え、転職した際の退職金の通算措置期間の延長等を通じた

事務の効率化を進めることとされた。 

このため、所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 73 条第１項に規定する特定

退職金共済団体（以下「特退共団体」という。）が行う退職金共済事業（以下「特退共

事業」という。）を廃止した団体から勤退機構に対する退職金額の移換などの制度のポ

ータビリティの向上や住民基本台帳ネットワークシステム等の活用を通じた未請求退

職金の請求勧奨、建設業退職金共済制度における退職金の不支給期間の短縮等を通じ

て、勤退機構の事務の効率化に加え、中退共制度における共済契約者及び被共済者の

利便性の向上や将来に支給される退職金の充実を図ることとしたものである。 

 



 

2 
 

第２．共通事項 

本通知における用語の定義は、以下のとおりとすること。 

（1）一般の中退企業退職金共済制度（以下「一般中退」という。） 

中退共制度のうち、中小企業の常用雇用者を対象とした退職金共済制度。 

（2）特定業種退職金共済制度（以下「特定業種」という。） 

中退共制度のうち、特定の業種における期間を定めて雇用される者を対象とし

た退職金共済制度。建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）、清酒製造

業退職金共済制度及び林業退職金共済制度（以下「林退共」という。）を指す。 

（3）特定退職金共済事業（以下「特退共事業」という。） 

所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 74 条第１項の税務署長からの承

認を受けて、民間団体や地方公共団体等が実施している退職金共済制度。 

（4）特定退職金共済団体（以下「特退共団体」という。） 

（3）の税務署長の承認を受けて特退共事業を実施している団体。 

（5）確定給付企業年金（以下「ＤＢ」という。） 

労使合意に基づき、規約を作成し、厚生労働大臣の認可等を受けることで実施

される企業年金制度。将来の給付を企業が約束していることが特徴。 

（6）企業型確定拠出年金（以下「企業型ＤＣ」という。） 

ＤＢと同様の企業年金制度。ただし、企業又は個人が将来の年金のために拠出、

積立し、加入者が自己責任において運用を行ことから、企業に掛金の追加負担が

生じないことが特徴。 

 

第３ 改正の概要 

１．特退共事業から勤退機構への資産の引渡し 

 特退共団体が特退共事業を廃止し、勤退機構との間で資産の引渡しについて契約

を締結していた場合において、一般中退において引き続き退職金の積立を継続する

ことを希望する事業主は、特退共事業で積み立てた資産を勤退機構へ引き渡すこと

を申し出ることができること（法第 31 条の２関係）。 

 なお、特退共事業を廃止した日に中退共制度に加入した事業主に対しては、経過

措置として、３年間に限り 5,000 円未満の掛金月額（2,000 円が下限）を認めるこ

と（整備法附則第４条関係）。 

※ 勤退機構への資産の引渡しを申し出た事業主には、加入促進のための掛金負担

軽減措置は適用しない。 

 

２．共済契約者が中小企業者でなくなった場合の企業年金制度等への資産移換の拡充 

共済契約者が中小企業者でなくなったことを理由として一般中退の退職金共済契

約が解除された場合に、現行のＤＢ及び特退共事業のほか、企業型ＤＣにも解約手

当金に相当する額を引き渡すことができるようにすること（法第 17 条関係）。 

なお、企業型ＤＣを引渡先とする場合は、次の要件を満たしていることが必要と

なること（中小企業退職金共済法施行規則（昭和 34 年労働省令第 23 号。以下「則」

という。）第 31 条関係）。 

（1）非中小解除された退職金共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法第２条第
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８項の企業型年金加入者とするものであること。 

（2） 勤退機構から資産管理機関へ引き渡す解約手当金相当額の全額が、確定拠出

年金法第２条第12項の個人別管理資産へ充てられる資産として一括して払い込

まれるものであること。 

 

３．制度間通算における全額移換の実施等 

中退共制度の間を被共済者が移動した場合は、退職金相当額の全額を移換できる

ようにすること（法第 46 条及び第 55 条関係）。 

また、上記の通算制度を利用する場合における申出の期間を、現行の退職後２年

から退職後３年まで延長すること（法第 18 条関係、第 46 条及び第 55 条関係等）。 

なお、この申出期間の延長は、平成 26 年４月１日以後に退職した場合について適

用すること（整備法附則第３条関係）。 

 

４．建退共の退職金額等の見直し 

 中退共制度においては、法第 85 条に基づき、少なくとも５年ごとに掛金及び退職

金等の額を検討する財政検証を行うこととされており、平成 26 年度の労働政策審議

会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会において審議が行われた。 

その結果、建退共においては累積剰余金が増加しており、今後も増加することが

見込まれ、これを被共済者に還元する必要があるとされたことから、以下のとおり

建退共の退職金等を改定することとする。 

 (1) 予定運用利回りの引上げ 

 建退共の退職金の予定運用利回りを、現行の年 2.7％から年 3.0％へ引き上げ

ること（中小企業退職金共済法施行令（昭和 39 年政令第 188 号。以下「令」と

いう。）第 11 条及び別表第６関係）。 

※ 平成28年４月１日以後に支給事由が生じた場合は、予定運用利回りが2.7％

となった平成 15 年 10 月から平成 28 年３月までの期間に対しても、予定運用

利回りが 3.0％となったものとして退職金額が算定される。 

 

(2) 不支給期間の短縮 

 特定業種は、現行、特定業種掛金納付月数が 24 月以上でなければ退職金が支

給されないが、建退共については、特定業種掛金納付月数が 12 月以上であれば

退職金を支給することとし、この場合の退職金額は、一般中退と同様に、納付

された掛金の総額を下回る金額とすること（法第 43 条第１項ただし書、令第 11

条及び別表第１関係等）。 

 

５．未請求退職金発生防止対策の強化 

中退共制度においては、退職した被共済者本人からの請求がなければ退職金の支

給ができないが、この請求行為を失念している等の理由により、支給されていない

退職金（未請求退職金）が存在しているところ。 

勤退機構においては、未請求退職金の発生防止対策を一層強化するため、住民基

本台帳ネットワーク及び個人番号を利用できるようになったことから、共済契約者
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が提出する退職届において、個人番号の記載を求めること（法第 17 条の２及び第

51 条並びに則第 73 条第１項関係）。 

 

６．その他 

財政検証の結果を踏まえ、特に林退共の運用収入の増加等を図るため、一般中退

と特定業種における委託運用部分について、合同で運用することができることとさ

れたほか、経過措置として実施している融資業務に係る債権の管理及び回収の業務

の資金を給付経理へ繰り入れることができるよう所要の措置を講じることとしたこ

と（法第 77 条第５項関係及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務

及び会計並びに人事管理に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 152 号）附則第４

条第２項関係）。 

 

第４．加入促進に向けての積極的な取組み 

中退共制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業を対象とした退

職金制度であり、また、適格退職年金や厚生年金基金からの受け皿として、これまで

多くの中小企業者に利用されてきたところである。 

他方、中小企業に占める加入事業所の割合についてはまだ向上の余地があるが、加

入者の増加は掛金の収入の確保、ひいては事業の財務内容の改善に資するものであり、

事業者や関係機関が連携しつつ、加入促進を積極的に進めることが重要である。 

今回の法改正により、中退共制度の被共済者・共済契約者の利便性が向上すること

に加え、勤退機構では、新たに中退共制度に加入した従業員（被共済者）について、

掛金の一部（一般の中小企業退職金共済制度であれば毎月 5,000 円（最大）を１年間。

特定業種退職金共済制度であれば加入して初回交付の共済手帳の 62 日分。）を免除す

る掛金負担軽減措置を講じており、また、一部の地方自治体（別紙参照）においては

独自に掛金の一部補助等を行っているところである。 

これらの措置は、今後の加入促進に大きく寄与するものと考えられることから、こ

うした支援措置を含め、管内の自治体、経済団体等に対する同事業の一層の周知をお

願いする。 
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（参考） 

 

 

中小企業退職金共済制度における退職金額の予定運用利回り及び掛金額について 

 

 

 予定運用利回り 掛金額 

一般の中小企業退職金共済制度 1.0％（H14.11.1～） 
月額 5,000～30,000 円

（※１） 

特定業種

退職金共

済制度 

建設業退職金共済制度 3.0％（H28.4.1～）（※２） 日額 310 円 

清酒製造業退職金共済制度 2.3％（H12.7.1～） 日額 300 円  （※３） 

林業退職金共済制度 0.5％（H27.10.1～） 日額 470 円 

 

（※１）掛金月額は、5,000～30,000 円の範囲内で事業主が選択する。ただし、短時間労

働者等の場合は 2,000 円、3,000 円又は 4,000 円の特例掛金月額も設けられてい

る。 

（※２）平成 28 年４月１日以後に支給事由が生じた場合は、予定運用利回りが 2.7％と

なった平成 15 年 10 月から平成 28 年３月までの期間に対しても、予定運用利回り

が 3.0％となったものとして退職金額が算定される。 

（※３）掛金日額は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が作成する特定業種退職金共済

規程（厚生労働大臣認可）において、事業ごとに一律に定められている。 
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一般の中小企業退職金共済事業に係る掛金補助自治体一覧（平成 28 年３月１日現在） 

都道府県名 都道府県の補助 市区町村の補助 

北海道 × 
士別市、名寄市、枝幸町、共和町、士幌町、音更町、 

広尾町、大樹町、幕別町、＊滝上町、美深町 

岩手 × 
釜石市、大船渡市、花巻市、久慈市、遠野市、 

陸前高田市、奥州市、紫波町、矢巾町、岩泉町、一戸町 

秋田 × 井川町 

福島 ＊○ × 

茨城 × 水戸市、土浦市、常総市、牛久市 

栃木 × 
宇都宮市、足利市、佐野市、小山市、那須塩原市、 

那須町  

群馬 ○ 

前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、館林市、沼田市、

富岡市、藤岡市、渋川市、安中市、みどり市、中之条町、 

長野原町、玉村町、大泉町、邑楽町 

埼玉 × 

川越市、熊谷市、秩父市、所沢市、加須市、春日部市、 

狭山市、本庄市、深谷市、蕨市、戸田市、志木市、 

八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市、越生町、 

ときがわ町、横瀬町 

千葉 × 

市川市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、成田市、

東金市、習志野市、市原市、我孫子市、鎌ケ谷市、 

君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、白井市  

東京 × 

荒川区、葛飾区、＊八王子市、武蔵野市、青梅市、 

府中市、町田市、西東京市、＊小金井市、＊日野市、 

＊国分寺市、＊多摩市 

神奈川 × 

平塚市、鎌倉市、相模原市、秦野市、三浦市、厚木市、

大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、 

綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、 

松田町、開成町、箱根町、湯河原町、愛川町 

富山 × 
富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、砺波市、 

小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町 

石川 × 小松市、輪島市、加賀市、白山市 

福井 × 福井市、敦賀市、大野市、越前町、美浜町 

長野 × 

長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、須坂市、 

伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、 

千曲市、東御市、小海町、軽井沢町、御代田町、立科町、  

下諏訪町、辰野町、箕輪町、阿南町、坂城町、小布施町、  

＊山ノ内町、飯綱町、宮田村、南箕輪村、中川村、 

下條村、泰阜村、木祖村、麻績村、山形村、朝日村、 

高山村、木島平村、栄村   

岐阜 × ＊瑞浪市、美濃加茂市、土岐市、東白川村 

静岡 × ＊富士宮市、＊磐田市、＊焼津市、＊富士市、＊藤枝市、  

＊御殿場市、＊袋井市、＊裾野市、＊湖西市、＊静岡市、  

別紙 
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＊浜松市、＊長泉町、＊小山町、＊森町 （浜松市天竜区） 

愛知 × 田原市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、碧南市、

刈谷市、蒲郡市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、 

尾張旭市、高浜市、岩倉市   

三重 × 鈴鹿市       

滋賀 × 
大津市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、野洲市、 

東近江市 

大阪 × 
泉南市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、阪南市、枚方市、  

泉佐野市、和泉市、高石市、忠岡町 

兵庫 × ＊西脇市、加西市、丹波市 

奈良 × 下北山村 

和歌山 × （有田川町清水行政局） 

山口 × 

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、 

岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、 

山陽小野田市、和木町、平生町、田布施町、阿武町 

愛媛 × 新居浜市、西条市 

福岡 × ＊豊前市、＊上毛町、＊築上町 

長崎 × （五島市奈留支所）新上五島町 

大分 × ＊中津市、＊豊後高田市、＊宇佐市 

宮崎 ○ 
宮崎市、都城市、小林市、日向市、西都市、三股町、  

＊高千穂町、＊日之影町、＊五ヶ瀬町、国富町、綾町 

鹿児島 × 鹿児島市、奄美市 

沖縄 × 宜野湾市、沖縄市  

※ 都道府県も市区町村も補助を実施していない場合、都道府県名は記載していない。 

※ 具体的な補助の内容は自治体により異なる。例えば、アンダーラインの地方自治体は、林業事業

主に対する助成を実施している、等。 

※ ＊印は共済会、互助会等が助成を実施している。 

※ （ ）印は一部地域を対象とし助成を実施している。 

※ （独）勤労者退職金共済機構において把握している自治体のみ記載している。 
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林業退職金共済事業に係る掛金補助自治体一覧（平成 28 年３月１日現在） 

都道府県名 都道府県の補助 市区町村の補助 

北海道 × 
鶴居村、標津町、北見市、陸別町、清里町、 

占冠村、滝上町、上士幌町 

青森 ○ × 

岩手 ○ × 

秋田 ○ × 

山形 ○ × 

福島 ○ × 

茨城 ○ × 

群馬 ○ × 

埼玉 ○ × 

東京 × 青梅市、奥多摩町、檜原村 

富山 ○ × 

石川 ○ × 

福井 ○ 

福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、 

あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、 

南越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町、越前町 

長野 ○ 須坂市 

静岡 ○ × 

愛知 × 岡崎市、新城市、豊田市 

滋賀 ○ × 

京都 ○ × 

和歌山 ○ 
高野町、日高川町、印南町、田辺市、白浜町、新宮市、 

那智勝浦町、古座川町、串本町、北山村 

鳥取 ○ × 

島根 × 江津市、邑智郡美郷町 

岡山 ○ × 

愛媛 ○ × 

高知 ○ × 

佐賀 ○ 
佐賀市、唐津市、鹿島市、白石町、江北町、 

大町町、武雄市 

熊本 ○ 小国町、水俣市、津奈木町、芦北町 

大分 ○ 佐伯市 

宮崎 ○ × 

鹿児島 ○ × 

沖縄 ○ × 
※ 都道府県も市区町村も補助を実施していない場合、都道府県名は記載していない。 

※ 具体的な補助の内容は自治体により異なる。 

※ （独）勤労者退職金共済機構において把握している自治体のみ記載している（建設業退職金共済

事業及び清酒製造業退職金共済事業について掛金補助を実施している自治体はない）。 

 

別紙 


